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Ｐ Ｔ Ａ の 目 的 と 役 割 

～子どもたちのために、自分自身のために～ 

 

                                                  さいたま市立太田小学校ＰＴＡ 

 

  御入学おめでとうございます。 

 間もなく御入学を迎えられ、小学校での学習と新しい友達との生活を心待ちにされていることと思い

ます。 

 さて、次代を担う子どもたちの健やかな成長は、すべての親や教師の願いです。ＰＴＡ活動は、保護

者と教師が協力をしながら、子どもたちの成長をサポートすることを目的としています。 

 ＰＴＡ活動を通して、保護者同士や教職員、地域の方との関わりを大切にすることは、豊かな子育て

を楽しむことにつながると考えております。 

 皆様の御協力と御参加を期待しております。 

  

 

＜ＰＴＡ活動の目的＞ 

 １ 自己研鑽                ：自己研修、体験学習、集団研修、見学等 

 ２ コミュニケーションの拡充：保護者同士、保護者と教職員、保護者と地域 

                保護者と子ども、子ども同士、子どもと地域 

 ３ 地域との関わり合いの深化：ＰＴＡと地域社会とのコミュニケーション 

                                地域行事への参加、社会奉仕 

 ４  学校環境等の整備        ：環境美化、環境施設の整備、財政的支援、環境改善等 

 ５  保健・安全             ：健康衛生、健康管理、安全教育等 

 

＜令和７年度の主な事業＞ 

「ＰＴＡバザー」「ベルマーク集計」「資源回収」「学区内防犯パトロール」「立哨」 

「広報誌発行」「着衣泳」「学年親睦会」「その他の学校行事協力」 「ＰＴＡ親睦会」 

「スポーツ教室（おやじの会）」 

 

 

※PTA 総会資料は、太田小学校ホームページで御覧いただけます。 

 URL https://ota-e.saitama-city.ed.jp 
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令和８年度さいたま市立太田小学校ＰＴＡの概要（案） 

 

１ 会員数  ４６０（家庭数：４２６家庭  教職員数： ３４名） 

 ＜令和７年１０月現在＞ 

 

２ 会 費  １世帯あたり 年額４，０００円   

 
３ ＰＴＡ活動及び委員会について 
    
（１）各委員会について 

◎学年委員会・・・・・・学年親睦会の企画運営 各専門委員会への参加 防犯パトロール 

・クラス長・・・・・・・学年委員選出の司会・進行 親睦会の企画 学校行事の協力 

 バザー協力 ベルマーク集計の手伝い 

    ・広報委員会・・・・・・年２～３回広報誌を発行 

   ・安全親睦委員会・・・・交通安全保護者の会として、市と連携して交通安全運動の推進にあたる 

                            校内球技大会又は研修会の企画・運営 運動会協力 講演会出席  

     ・バザー委員会・・・・・環境整備及び財政的支援を目的としたバザーの企画・運営  

ベルマーク集計の手伝い 

   ◎分団委員会・・・・・・・通学班編成 立哨当番表作成 

スポーツ教室の受付等のＰＴＡ事業への協力・支援  

自治会行事への参加協力 

（おやじの会 ：父親を中心として、ＰＴＡ活動の協力・支援） 

 

（２）学年委員及び分団委員の定数について 

〇 学年委員：学年ごとに選出します。   

       
       

    
 

 

 
    

  児童数により委員数も変動します。  
    ※学年委員選出は４月の懇談会後に予定しています。詳細は入学時にお知らせします。 

 
  ○ 分団委員：分団ごとに選出します。（５～９名×６分団＝３９名） 
    分団長・副分団長などの役割分担や人数は、分団ごとに決まっています。 

 
    ※分団委員は、２月に在校生保護者から選出しています。 

 
  ◇学年委員は１人の児童につき１回、分団委員は１家庭につき１回を目安にお願いしております。 

《１～６学年》１０名 
 ・クラス長   ３名 
 （内１名がクラス長代表） 
・広報委員   ２名 
・安全親睦委員 ２名 

 ・バザー委員  ３名 
         
  （内１名がクラス長代表） 
 ・広報委 
 
６名 



さいたま市立太田小学校ＰＴＡ 

≪ 個人情報取扱確認書 ≫ 

【個人情報とは】 

 個人情報とは、個人に関する情報であり、氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、画像 

など、その情報によって個人を識別できる情報のことをいいます。 
 

【個人情報の収集及び利用目的】 

１、太田小学校ＰＴＡでは、みなさまからお預かりした個人情報を、お子様の在学中、以下の内容及び 

目的で収集・利用します。それ以外の目的に利用することは一切ありません。 
 

すべての会員 

 （１）利用の目的 

   ①会費集金、管理、ＰＴＡ活動名簿作成（保険事務）、その他の文書配付 

  ②会員名簿、委員会名簿、委員選出名簿、通学班連絡網の作成、運用 

  ③通学班編成、立哨当番表の作成 

  ④広報紙への掲載 

（２）収集する情報 

  ①児童名、性別、学年、クラス、きょうだい 

  ②保護者氏名 

  ③住所、連絡先電話番号 

  ④行事写真 
 

役員及び委員に選出された会員 

（１）利用の目的 

  ①委員会開催通知 

  ②業務に関する連絡 

  ③広報紙への掲載 

（２）収集する情報 

  ①保護者氏名（役員及び委員を担当する会員） 

  ②連絡先電話番号、メールアドレス 

  ③役員及び委員紹介写真 
 

２、御本人の同意を得ず、上記の目的以外でお預かりした個人情報を取り扱うことはありません。必要な

場合は、必ず御本人に連絡し承諾をいただくものとします。 
 

３、その他、行事や委員会等のために個人情報を取得及び利用する場合は、取得目的を明確にし、同意を

得るものとします。 

 ＰＴＡは「個人情報保護法」の対象団体です。 

個人情報は、太田小ＰＴＡが活動を継続する上で最も大切な資産の一つです。個人情報の有用性に

配慮して個人の権利利益を保護していくために、個人情報の適正な取扱を行うことが、ＰＴＡの社会

的責任であると考えております。太田小学校ＰＴＡでは、個人情報管理強化を図るため、セキュリ  

ティソフト導入やマニュアル整備を行い、ＰＴＡ活動において個人情報の適正な取り扱いができるよ

う、その管理を徹底しております。 

会員のみなさまには≪個人情報取扱確認書≫について御理解いただき、同意書を御提出いただき 

ますようお願い申しあげます。 


